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今般、全国健康保険協会富山支部（注１）（以下「当支部」とい

う。）が作成した「よくわかる 診療所と病院の使い分けガイ

ド」が、第二回「上手な医療のかかり方アワード」において、

厚生労働省医政局長賞チラシ部門特別賞を受賞しました。 

 

＜１．当支部の取組＞ 

 適正受診を目的に医療機関の役割分担を周知  

大病院が新型コロナウィルス感染症への対応をはじめとする救急医療や専門医療等の

本来的な役割を果たしていくためには、身近な病気やケガについては中小病院や診療所

を受診し、必要に応じて専門医を紹介してもらう等、医療機関の役割分担を意識した受

診行動をとることが重要です。 

当支部では、医療機関の役割分担への理解を深めていただくことを目的に、紹介状な

く大病院を受診した場合に生じる定額負担の仕組み（cf.別添１）を説明したリーフレッ

トを発行し、加入者や医療機関等に配布しました。また、同内容のランディングページ

を作成し、ジオターゲティング広告（位置情報を利用した広告配信）を実施しました。 
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（担当） 
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＜２．「上手な医療のかかり方アワード」とは＞ 

 医療現場の問題解決につながる全国の取組の中から、先進的な事例を表彰  

「上手な医療のかかり方」プロジェクトは、令和２年度に始まった取組で、高齢化に

伴い医療ニーズの増大と担い手の減少がみられ、更に医療機関がコロナ対応に日夜奮闘

している中で、「医師をはじめとする医療従事者の負担軽減」と、「若年層に対する医療

受診の教育」を進めていく取組です。 

「上手な医療のかかり方」プロジェクトを推進している厚生労働省は、令和３年３月

10 日に、第二回「上手な医療のかかり方アワード」事例発表・表彰式をオンラインで開

催しました。 

「上手な医療のかかり方アワード」は、医療現場の問題解決につながる取組を全国の

医療現場に広く募集し、その中から先進的な事例を発表し、表彰するものです（cf.別添

２）。表彰は、保険者部門、医療関係者部門、企業部門、民間団体部門、自治体部門、チ

ラシ部門の６部門の優秀賞（チラシ部門は特別賞）と、最優秀賞（１団体）の合計 13団

体に賞が授与されます。このうち、当支部はチラシ部門での受賞でした。 

今後、当支部においては、リーフレットの増刷、追加配布を行うとともに、加入者の

健康の保持増進のため、引き続き適正受診の周知を進めてまいります。つきましては、

本取組を各種報道等で積極的にご周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

＜第二回「上手な医療のかかり方アワード」の様子＞ 

● 主催挨拶（田村憲久厚生労働大臣）                     ● 「上手な医療のかかり方」大使（デーモン閣下） 

● 審査委員長（秋山正子氏）                         ● 表彰の様子（熊木正人厚生労働省医政局総務課長） 

＜厚生労働省プレスリリース＞ 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000051382.html 

＜第二回「上手な医療のかかり方アワード」事例発表・表彰式（アーカイブ）＞ 

https://www.youtube.com/watch?v=O6LvOBikk6o 

（注１） 平成 20 年 10 月１日、国の政府管掌健康保険事業を継承し、これを運営する法人として設立されまし

た。主に、中小企業で働く従業員とその家族が加入する健康保険の保険者として健康保険事業を行ってい

ます。約 230 万事業所、約 4,000 万人の加入者からなる日本最大の医療保険者であり、当支部には、県内

約１万 9,000 事業所、約 41万人の方が加入されています（令和２年３月時点）。 
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（別添１） 

紹介状なし大病院受診時定額負担について 

 

● 紹介状なし大病院受診時定額負担の仕組み（以下「本制度」という。）は、平成 28

年度から一定規模以上の医療機関に定額の徴収が義務付けられています。 

【令和２年 12月２日第 136回社会保障審議会医療保険部会資料２より引用】 

 

● 初診患者の本制度の認知度において、「仕組みがあることは知っていたが、仕組み

が設けられている理由は知らなかった」または「仕組みがあることを知らなかった」

と回答した割合は 54.0％。 

【平成 30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査報告書より引用】 
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● 初診患者が本制度の対象病院を受診する理由として、「行きやすい場所にあった医

療機関がこの病院だけだから」を選択した割合は約 20.0％（平成 30年度診療報酬改

定以前の対象病院 19.4％、平成 30年度診療報酬改定以降の対象病院 23.2％）。 

【平成 30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査報告書より引用】 

 

● 本制度の対象病院における対象患者比率は 44.6％と高い傾向にあります。 

【平成 30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査報告書より引用】 

 



5 

（別添２） 

 第二回「上手な医療のかかり方」アワード 事例発表資料（当支部） 


